
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人Ａの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ａの弁護人中村武の上告趣意第一点は単なる法令違反（児童福祉法三四条

一項七号にいう「児童を引き渡す行為」は児童の意思に反すると否と、又犯人が職

業としてこれを行うと否とを問わず成立するものと解すべきである。）同第二点は

量刑不当、被告人Ｂの弁護人伊藤仁の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑

不当、被告人Ｃの弁護人小林右太郎の上告趣意は量刑不当の各主張であつて、いず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条（被告人Ａにつき）により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
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